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院
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員
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貴
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北
方
領
土
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題
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向
け
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菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
意
欲
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
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紙
答
弁
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す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
向
け
た
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
意
欲
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

菅
内
閣
と
し
て
は
、
北
方
領
土
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
日
露
首
脳
間
の
信
頼
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
首
脳
レ

ベ
ル
の
対
話
を
深
め
な
が
ら
、
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
方
針
に
の
っ
と
り
、
ロ

シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
演
説
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
内
外
の
諸
情
勢
等
を
勘
案
し
、
閣
議
で
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
最
終
的
に
内
閣
と

し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
菅
内
閣
と
し
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
北
方
領
土
問
題

の
解
決
に
向
け
て
、
引
き
続
き
、
強
い
意
思
を
も
っ
て
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
九
回
国
会
に
お
け
る
羽
田
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
、
第
百
三
十
一
回
国
会

に
お
け
る
村
山
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
、
第
百
四
十
六
回
国
会
に
お
け
る
小
渕
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
、
第

一



百
五
十
五
回
国
会
、
第
百
五
十
七
回
国
会
及
び
第
百
六
十
三
回
国
会
に
お
け
る
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
、
第
百

六
十
八
回
国
会
に
お
け
る
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
、
第
百
七
十
回
国
会
に
お
け
る
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表

明
演
説
並
び
に
第
百
七
十
六
回
国
会
に
お
け
る
菅
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
日
露
関
係
に
関
し
、
御
指
摘

の
よ
う
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

二


